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　持続的成長の実現のためには、企業経営の健全性と効率
性の確保を狙いとしたコーポレート・ガバナンスの充実・強
化が経営上の最重要課題と認識し、環境変化に的確に対応
できる組織体制および公正かつ透明性のある経営システム
を構築・維持することに努めています。

　また、豊田合成は金融庁・東京証券取引所が策定した「コー
ポレートガバナンス・コード」の理念や原則の趣旨・精神を
踏まえた様々な施策を自律的に実践することで、コーポレー
ト・ガバナンスの充実を図っています。

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス

透明性のある経営システムを構築・運用し、
グループを挙げてコンプライアンスを徹底。

　社会から信頼される誠実な企業であり続けるために、豊田合成グループ全体
でコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。公正かつ透明性のある企
業統治体制を構築・維持するために、社外取締役・社外監査役により経営の監督・
監視の実効性を一層高めるとともに、業務の適正性・効率性を確保するための
内部統制システムを全社で整備・運用しています。また、グループ全体でのコン
プライアンス活動を通して法令遵守・企業倫理の徹底に取り組んでいます。
　さらには、経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクをグローバルに把
握し、未然防止のためのリスクマネジメント活動を推進しています。

　当社は、監査役制度を採用し、法定の機関として、株主総
会・取締役会・監査役会・会計監査人を備え、併せて、内部監
査をはじめとする内部統制システムを整備・運用しています。
　取締役会は、取締役9名で構成され、毎月定期的に行われ
る取締役会（必要に応じて臨時取締役会）において、法令・定
款で定められた事項や経営に関する重要事項の報告・審議・
決議がされています。
　また、執行役員制度を導入し、意思決定と業務執行のス
ピードアップを図っています。経営の重要な事項については、
本部長会議、経営会議を毎月開催し、さらに技術・原価・人事
などの主要機能に関する機能会議体および各種委員会を適
宜開催し、的確な経営判断を行っています。

　監査役会は、監査役5名で構成され、監査役会を定期的に
開催するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議へ
の出席や各部門・子会社の監査を通して経営監視の機能を
果たしており、外部監査人である会計監査人による監査機
能とあわせ、独立かつ公正な監査体制を確保しています。
　これらの機関設計に基づき、監査・監督・執行を連携して
機能させ、会社の意思決定、業務執行の適法性と効率性が十
分に担保されていることから、現在の体制を採用しています。
　また、取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセス
の客観性・透明性を高めるため、取締役会の任意諮問委員
会として、「役員報酬委員会」と「役員人事委員会」を設置し
ています。

企業統治の体制

　当社は、会社法の規定に基づき「内部統制の整備に関する基
本方針」を策定し、これに沿って重要事項の審議、関連規程・要
領の制定と運用、内部監査、コンプライアンス、リスク管理な
どを含む内部統制システムを整備することで、業務の適正を

確保するための体制の構築と運用に努めています。内部統制
の整備・運用状況については、毎年取締役会でその内容を確認
し、さらなる改善および強化に継続的に取り組んでいます。

内部統制システム

総合戦略本部長
カーボンニュートラル・環境推進部担当本部長、
自動車事業本部管掌／取締役・執行役員
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